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賃貸人の単身高齢者の入居受け入れの際に抱える入居者死亡への不安を取り除くため、賃貸人等

を対象として、単身高齢者の死亡に伴い発生する残存家財整理費用等をカバーする保険（入居者死

亡事故保険）費用への助成制度を開始し、賃貸人の入居受け入れを支援します。

・助成対象：単身高齢者に賃貸する賃貸人等が支払う入居者死亡事故保険※の保険料

※①残存家財整理費用、②居室内修繕費用、③空き家となったことによる逸失家賃の少なくともいずれか

1つを補償する保険

・助成対象入居者：60歳以上の単身世帯

（新規入居者＋既存入居者（住宅SN法上の登録住宅入居者に限る））

・助成対象住宅：全ての民間賃貸住宅

・助成期間：10年間

・助成率：100％（上限6,000円／年・戸）

・助成件数：50件／年

● 高齢者や障害者等は、住宅の確

保に特に配慮を要する方として住宅

セーフティネット法で位置付けられてい

ます。

● 区内でも、これらの方の受け入れ

については、特に単身高齢者に対して

賃貸人の拒否感が強く、区の実施して

いる住み替え相談（約400件/年）でも、

成約に至る事例は10％に満たない状

況です。

～～ 現状と課題 ～～

① 単身高齢者の入居者死亡に伴う費用への支援が必要

② 入居中の賃料支払いの保証を継続的に支援することが必要

③ 区と関係団体で居住支援について情報共有、密接な連携が必要

① 単身高齢入居者の残存家財整理等の保険への助成制度を創設

区 100％ 賃貸人

6,000円 （6,000円／年・戸を超える部分）

住宅セーフティネット法に基づく居住支援協議会において、構成する団体間で高齢者等の住宅確

保要配慮者に対する様々な支援について、情報共有と連携体制の強化を図り、円滑な入居の促進

に取り組んでいきます。

③ 居住支援協議会を運営（関係団体の連携強化）

新宿区

主な協議事項

・各構成団体の居住支援に関する取組の効果的な周知

・住宅確保要配慮者の入居に関し、効果的で利用しやすい方策

・区の施策を効果的に進めるための助言や協力

居住支援団体不動産関係団体
単身高齢者等を受け入れてもらうには

賃貸人の不安の解消が課題

単身高齢者等の円滑な入居と入居中の賃料等の継続的な支払いの保証を支援するため、新たに継続

保証料も支援の対象とし、助成件数も拡大します。

初回保証料 継続 継続 継続 継続・・・・

1,2年目 3年目 4年目 ・・・・ 9年目 10年目

② 家賃等債務保証料への助成を10年間に延長

助成対象の保証料を、初回

のみから最大10年間に延長

高齢者や障害者等の住まいの安定確保
民間賃貸住宅への入居が困難となっている高齢者や障害者等の住まいの

安定確保に取り組みます

平成27年12月調査

令和２年度の新たな取組


